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首相不起訴
当否で検審

今
月
中
を通
も
議
決

特
捜
の
検
事
が
意
見
陳
述

鳩
山
由
紀
夫
首
相
の
元
公
設

第
１
秘
書
勝
場
啓
二
被
告
（５９
）

が
在
宅
起
訴
さ
れ
た
資
金
管
理

団
体
な
ど
の
収
支
報
告
書
虚
偽

記
入
事
件
で
、
首
相
の
不
起
訴

処
分
の
当
否
を
審
査
し
て
い
る

検
察
審
査
会
に
対
し
、
東
京
地

検
特
捜
部
の
検
察
官
が
意
見
陳

述
し
た
こ
と
が
１３
日
、
関
係
者

へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

検
察
側
は
不
起
訴
の
理
由
や

証
拠
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し

た
と
み
ら
れ
る
。

小
沢
一
郎
民
主
党
幹
事
長
の

資
金
管
理
団
体
の
収
支
報
告
書

虚
偽
記
入
事
件
で
も
、
別
の
審

査
会
で
検
察
官
が
意
見
陳
述
し

て
お
り
、
事
件
の
重
大
性
や
審

査
会
メ
ン
バ
ー
の
半
数
以
上
が

５
月
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
い
ず
れ
も
今
月
中
に
も

議
決
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

政
治
資
金
規
正
法
違
反
容
疑

で
首
相
ら
を
告
発
し
て
い
た
市

民
団
体
が
１
月
、
審
査
会
に
申

し
立
て
て
い
た
。

首
相
は

「資
金
の
や
り
く
り

は
す
べ
て

（勝
場
被
告
に
）
任

せ
て
い
た
」
と
関
与
を
否
定
。

特
捜
部
は
首
相
を
事
情
聴
取
せ

ず
、
上
申
書
の
提
出
を
経
て
嫌

疑
不
十
分
で
不
起
訴
と
し
た
。

審
査
会
は
１１
人
で
構
成
さ

れ
、
８
人
以
上
が
「起
訴
相
当
」

と
議
決
し
た
場
合
、
特
捜
部
の

再
捜
査
で
再
び
不
起
訴
と
さ
れ

て
も
、
再
度
審
査
。
８
人
以
上

が

「起
訴
す
べ
き
」
と
議
決
す

れ
ば
、
裁
判
所
指
定
の
弁
護
士

が
強
制
起
訴
の
手
続
き
に
入
る

と
審
査
会
法
で
規
定
さ
れ
て
い

る
。１

回
目
の
審
査
で
過
半
数
が

「不
起
訴
不
当
」
と
議
決
す
れ

ば
、強
制
起
訴
に
は
至
ら
な
い
。

特
捜
部
が
あ
ら
た
め
て
刑
事
処

分
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
憲
法
の
規
定
で
首
相
の
刑

事
訴
追
は
事
実
上
不
可
能
と
み

ら
れ
る
。


